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令和８年３月２３日 

総 務 部 人 事 課 

 

職員団体等との交渉概要 

 

１ 職員団体等 

    自治労鹿児島県職員労働組合現業評議会 

 

２ 交渉場所・日時等 

 (1) 交渉場所 ７－Ａ－２(行政庁舎７階会議室） 

                    

 (2) 交渉日時・参加人数 

 

 

 

 

交渉日時 

 

参加人数 

(当局側を除く) 

 

 

１回目 

 

 

 

 

令和７年１１月６日（木） 

 １４：３０～１５：３４（１時間４分） 
 

 

２０人 

 

 

【職員団体等からの回答】 

 今回の交渉を踏まえ再検討をお願いする。 

 

 

２回目 

 

 

 

 

 

令和７年１１月１８日（火） 

 １０：３０～１１：３０（１時間） 
 

 

２６人 

 

 

【職員団体等からの回答】 

主任の任用基準の確立，期末・勤勉手当の加算基準の改善，特殊勤務手当

の改善・新設について，再検討をお願いする。 

 

 

３回目 

 

 

 

 

 

 

 
令和７年１１月１８日（火） 

 １４：１５～１４：２１（６分） 
 １４：３５～１４：４０（５分） 
 

 

２９人 

 

 

【職員団体等からの回答】 

  当局からの提案等について妥結とする。 
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３ 要求項目及び当局の回答要旨 

要求項目 
当局の回答 

１回目 ２回目 ３回目 

１ 現業職員の賃金決定に

ついては，春闘期に決着す

るとともに，早急に支払う

こと。また，賃金制度の改悪

や賃金水準の引き下げを行

わないこと。 

１の現業職員の方々の

賃金の早期決定，早期支

払の件について，現業の

皆さん方の給与の取扱い

については，「地方公営企

業法」に定める給与決定

原則や「地方公営企業等

の労働関係に関する法

律」等の趣旨を踏まえて，

双方協議を重ねてきたと

ころ。 

 春にも申し上げたとお

り，春闘期に給与改定に

ついて決着をすること

は，現実的に困難である

とし，令和元年 12 月 18

日に皆さん方に解約の考

え方を説明し，労働組合

法に基づき，令和元年度

に確認書を解約したとこ

ろ。 

 他方で，確認書の解約

後も，春の時期に要求書

をいただいて，皆さん方

と様々な課題や要求等に

ついてよく議論をすると

いうことは，引き続き私

どもの基本姿勢として変

わらない。 

 いずれにしても，今後

とも，皆さん方とは誠意

をもって協議を行い，適

切に対処してまいりた

い。 

 

  

２ 基本賃金を平均３７，

６００円以上引き上げるこ

と。 

 

２の基本賃金の引き上

げの件について，皆さん

方の給与は，「地方公営企

業法」の規定により，生計

費，同一又は類似の職種

２の基本賃金の引き上

げの件について，県公労

の皆さん方とは，一定の

結論が得られたところで

あり，そのことを踏まえ

て申し上げる。 
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の国及び地方公共団体の

職員並びに民間事業の従

事者の給与，当該地方公

営企業の経営の状況その

他の事情を考慮して決定

するようになっている。 

国家公務員について

は，８月７日になされた

人事院勧告において，国

家公務員行政職（二）表を

含む本年度の給与改定が

勧告されたところである

が，現時点までに国家公

務員の給与の取扱いを決

定するには至っていない

ところ。 

また，他県における現

業職員の方々の給与改定

についても，現在，動きが

出てきているところ。 

本年度の皆さん方の給

与決定の在り方について

は，私どもとしても，現時

点における判断材料を集

めて，これまでの皆さん

方との交渉の経緯や御主

張も踏まえて，鋭意検討

させていただいたわけで

あるが，生計費，皆さん方

と同一又は類似の職に適

用されている国公行（二）

の職員の方々や九州各県

の方々，さらには，民間の

同一又は類似の職の方々

との比較においても，皆

さん方の給与水準は遜色

のないものとなってい

る。 

このような状況ではあ

るが，これまでの交渉の

場においても，皆さん方

の給与については，「給与

決定原則に沿った取扱い

を基本としつつ，非現業

これまでの交渉の場に

おいても，皆さん方の給

与については，「給与決定

原則に沿った取扱いを基

本としつつ，非現業職員

の給与の取扱いという点

もまた一つの要素として

意識しながら，検討して

まいりたい」と申し上げ

てきたところ。 

 本年度，非現業職員の

給料表の改定について

は，人事委員会の勧告ど

おり，改定することとし

たところ。 

この非現業職員の給与

の取扱いも踏まえ，人事

院勧告で勧告された国公

行（二）俸給表の各号給の

額に，人事委員会の取扱

いに準じた措置として， 

１００分の１０１．０８

を乗じる措置を講じた給

料表に改定したい。 

 実施時期につきまして

は，令和７年４月１日と

したい。 

 次に，期末・勤勉手当に

ついては，これまでも協

議の中で県職員全体に共

通の取扱いとしてきたと

ころであるが，前回申し

上げたとおり，改定する。 

 なお，前回も申し上げ

たが，今回の給料表の改

定により影響を受ける方

は，再任用職員も含めて

現業職員全員であり，一

人当たりの平均改定額は

月額で１０，９０４円と

なっている。 

 また，皆さん方の今般

の期末・勤勉手当も含め

た給与改定による影響額

については，約３３百万
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職員の給与の取扱いとい

う点もまた一つの要素と

して意識しながら，検討

してまいりたい」と申し

上げており，交渉に当た

っては，その検討結果を

踏まえた取扱いをお示し

してきたところ。 

このような交渉の経緯

がある中，今年度の非現

業職員の給料表の改定に

ついては，本年 10 月の人

事委員会勧告において，

国の俸給表に一定の調整

を行った給料表が勧告さ

れ，現在，県公労の場で協

議しているところである

が，皆さん方の給料表の

取扱いを検討するにあた

り，この非現業職員の給

与の取扱いも踏まえて対

応したいと考えている。 

具体的には，人事院勧

告で勧告された国公行

（二）俸給表の各号給の

額に，人事委員会の取扱

いに準じた措置として，

１００分の１０１．０８

を乗じる措置を講じた給

料表に改定したいと思

う。 

この措置の実施時期に

ついては，令和７年４月

１日としたい。 

 次に，期末・勤勉手当に

ついては，これまでも協

議の中で県職員全体に共

通の取扱いとしてきたと

ころであるが，本年度は，

本年１２月期に支給する

期末・勤勉手当の支給割

合について，期末手当を

現行の１．２５月から１．

２７５月に，勤勉手当を

現行の１．０５月から１．

円を見込んでいるとこ

ろ。 

皆さん方の給与改定に

つきましては，これまで，

給与決定原則に基づき，

国の改定状況などを総合

的に勘案して対処してき

ているところ。 

国においては，去る８

月７日に人事院勧告がな

された後，１１月１１日

に公務員の給与改定に関

する取扱いについての閣

議決定がなされ，国家公

務員の給与について，人

事院勧告どおり改定を行

うこととされたところ。 

また，他県における現

業職員の方々の給与改定

については，現在，動きが

出てきているところ。 

これらの状況を踏ま

え，関連議案は，令和７年

第４回県議会定例会へ提

案したいと考えている。 
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０７５月に改定し，再任

用職員については，期末

手当を現行の０．７０月

から０．７２５月に，勤勉

手当を現行の０．５０月

から０．５２５月に改定

したいと考えている。 

また，令和８年度以降

の期末・勤勉手当の支給

割合については，６月期，

１２月期のいずれも，期

末手当を現行の１．２５

月から１．２６２５月に，

勤勉手当を現行の１．０

５月から１．０６２５月

に改定し，再任用職員に

ついては，期末手当を現

行の０．７０月から０．７

１２５月に，勤勉手当を

現行の０．５０月から０．

５１２５月に改定したい

と考えている。 

勤勉手当の査定枠につ

いて変更はない。 

実施時期については，

本年度の改定を令和７年

１２月１日とし，令和８

年度以降の改定を令和８

年４月１日としたい。 

 なお，勤勉手当の成績

率については，国の取扱

いを踏まえたうえで，適

切に対処したい。 

以上の改定について，

実施時期は申し上げたと

おりであるが，給与決定

原則に基づき，国の動向

等を見極める必要がある

ので，関連議案はご審議

いただくことが可能と判

断した県議会定例会に提

案することとしたい。 
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３ 今後も理由の如何にか

かわらず，賃金削減は行わ

ないこと。 

 また，これまで実施され

た賃金削減額について，あ

らゆる方法を講じて補填す

ること。 

 ３の金削減の件につい

てであるが，現業統一の

場でも申し上げたが，本

県の財政状況については

予断を許さない状況が続

くものと考えており，現

時点で，来年度以降の減

額措置の取扱いの動向に

ついて申し上げることは

困難。 

県の財政状況を理由と

したカット額について

は，個別の職員の給料の

減額額に応じて，補てん

することは制度上困難で

ある。 

 

  

４ 非現業職員との賃金格

差の解消について 

 同じ県職員として生活水

準を確保するため，非現業

職員との賃金格差を解消す

るため３級４級の在級年数

を短縮し，行政職（一）給料

表を継ぎ足すこと。 

 

４の非現業職員との賃

金格差の解消についてで

あるが，皆さん方の給与

決定原則は，地方公営企

業法第３８条第３項に

「企業職員の給与は，生

計費，同一又は類似の職

種の国及び地方公共団体

の職員並びに民間事業の

従事者の給与，当該地方

公営企業の経営の状況そ

の他の事情を考慮して定

めなければならない。」と

されているところ。 

現業，非現業ともにそ

れぞれの給与決定原則が

あり，これに基づいてそ

れぞれの給与の決定が行

われるべきものであり，

その結果としての給与の

額が異なるということは

あり得ることであると考

えている。 

私どもとしては，皆さ

ん方からの要求をよく聞

いて，生活改善の視点か

ら何ができるかできない

か，私どもなりに十分検

 ４の非現業職員との賃

金格差の解消について

は，前回皆さん方からお

話があったが，非現業職

員との格差を縮小すると

いう観点を重視して，皆

さん方の給与について議

論することは，なかなか

難しいところ。 

 厳しい財政状況の中

で，生活改善の視点から

何ができるかできない

か，私どもなりに再度検

討したが，生計費，皆さん

方と同一又は類似の職に

あります国公行（二）の職

員の方々や九州各県の

方々，民間の方々との比

較における皆さん方の給

与水準を踏まえると，具

体的に対処することは困

難であると言わざるを得

ないと考えている。 
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討したが，皆さん方の給

与水準は先程申し上げた

ような状況にあり，非現

業職員との格差を縮小す

るという観点を重視して

皆さん方の給与について

議論することはなかなか

難しいところであり，現

時点では具体的に対処す

ることは困難であると言

わざるを得ない。 

皆さん方の給与につい

ては，平成１８年度から

国公行（二）に準じた給料

表を導入するなど，制度

の全般的な見直しを行っ

たところであるが，給与

決定原則に沿った適切な

運用に努める必要がある

と考えている。 

なお，昇格における在

級年数の取扱いについて

は，現行の取扱いは，国に

準じつつ，その枠内で有

利な取扱いとしていると

ころ。 

 

５ 賃金水準等の改善につ

いて 

(1) 主任任用については，

技術や知識を蓄積した経験

年数を考慮するとともに，

公平・平等な誰でも納得で

きる任用基準を確立するこ

と。 

５の(1)の主任制度に

ついては，職務給の導入

という観点から，皆さん

方との協議を経て，導入

したところ。 

主任の任用について

は，私どもの責任と判断

で適切に対処してまいり

たい。 

５級の任用について，

前回，皆さん方から様々

なお話があったが，皆さ

ん方の給与については，

地方公営企業法の規定に

より，職務の内容と責任

に応ずるものでなければ

ならないという職務給の

原則が定められている。 

こういう中で，平成１

８年度からの給与への転

換にあたっては，職務給

の導入を図るため，皆さ

ん方の給料表について，

職制の給料表への見直し

を行うとともに，任用に

基づく職としての主任制

を導入し，最高級の位置

主任制度について，前

回，皆さん方から様々な

お話があった。 

皆さん方の給与につい

ては，これまでも申し上

げているとおり，地方公

営企業法の規定により，

職務の内容と責任に応ず

るものでなければならな

いという職務給の原則が

定められている。 

こういう中で，平成１

８年度からの給与への転

換にあたっては，職務給

の導入を図るため，皆さ

ん方の給料表について，

職制の給料表への見直し

を行うとともに，任用に
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付けについては，私ども

の責任と判断によって任

用する主任の方々として

いるところ。 

主任の任用について

は，これまでのご主張も

踏まえ，職場実態などに

ついて，別途，議長さんか

ら人事課長がお伺いした

上で，私どもの責任と判

断で行う任用において，

引き続き，一層の努力を

する。 

基づく職としての主任制

を導入し，最高級の位置

付けについては，私ども

の責任と判断によって任

用する主任の方々として

いるところ。 

したがって，一定の年

齢や特定号給等に着目し

て，一律に任用するとい

うようなことは，適切な

任用とは言えないものと

考えている。 

主任の任用について

は，これまでの皆さん方

からの強いご主張も踏ま

え，職場実態などについ

て，別途,議長さんから人

事課長がお伺いした上

で，職務給の原則という

観点を十分考慮し，私ど

もの責任と判断で行う任

用において，精一杯の努

力をする。 

 

(2) 57 歳昇給停止を廃止

し，４級 97 号に達する前に

任用改善を図ること。 

 

(2)の昇給の取扱いに

ついては，春に申し上げ

たとおりであり，現行の

とおりでまいりたい。 

 

(2)の昇給の取扱いに

ついては，皆さん方と同

一又は類似の職種の国の

方々に適用されている国

公行（二）の給料表及び昇

給制度に準じて，平成２

６年１月１日から実施し

ているところ。 

現行のとおりでまいりた

い。 

 

６ 人事評価について 

(1) 人事評価結果の賃金等

への運用にあたっては，評

価者は被評価者に適切な指

導や助言を行い，人材育成

につなげること。 

(2) 勤勉手当における査定

枠を廃止すること。 

 

(1)の評価結果の上位区

分の給与への反映におけ

る運用については，評価の

結果を給与に適切に反映

させることが重要である

と考えており，私どもの

責任と判断により適切に

対処してまいりたい。 

また，人事評価制度に

ついては，地方公務員法
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に基づき，運用を開始し，

これまで全評価者を対象

とした説明会の実施をは

じめとして，階層別の研

修やフォローアップ研修

の実施，内容の充実・見直

しなど，様々な取組を通

じて，皆さん方の納得性

が高まるよう努めてきて

いるところ。 

引き続き，評価者研修

の充実を図り，職員の皆

さん方の納得性が高まる

よう努めるとともに，研

修等の機会を捉えて，評

価者に対し，普段からの

コミュニケーションを通

じた業務改善や，人材育

成の観点から面談や必要

な助言・指導を適切に行

うよう周知してまいる。 

併せて，評価者に対し

て，定期的にフォローア

ップ研修を受講するよう

働きかけるとともに，被

評価者に対しても，評価

制度のより一層の周知徹

底に取組み，各所属にお

ける制度の実施状況も把

握しながら，私どもの責

任と判断により適切に運

用してまいりたい。 

 

７ 諸手当等の改善につい

て 

(1) 扶養手当の支給額を引

き上げ，就学中は年齢に限

らず支給すること。 

(2) 通勤手当を大幅に引き

上げるとともに，２km 未満

も含めて全額実費支給とす

ること。 

(3) 一時金については，期

末手当に一本化し，年間５．

５月分以上にすること。 

７の諸手当について

は，多岐にわたって要求

をいただいているが，扶

養手当や通勤手当など国

の取扱い，県職員全体の

取扱いに準じて検討すべ

きものについては，県職

員全体の共通課題として

県公労の場で協議する。 

なお，本年度の人事委

員会報告を踏まえた本県

の諸手当等の取扱いにつ

７の諸手当について

は，本年度の人事委員会

報告を踏まえた本県の諸

手当等の取扱いについて

は後ほど申し上げる。 
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 いては後ほど申し上げ

る。 

 

 (4) ３級および４級在級

者の傾斜配分を引き上げる

こと。 

 

(4)の期末・勤勉手当の

加算の基準については，

平成１７年度に，皆さん

方との協議を経て，一定

の整理を行ったところで

あり，また，平成１９年に

は，３級在職者すべてを

対象とする見直しを行

い，国よりも有利な取扱

いとなっている。 

現行のとおりでまいり

たい。 

７の(4)の期末・勤勉手

当の加算の基準について

は，前回，皆さん方からお

話があったが，平成１７

年度に，皆さん方との協

議を経て，国に準じて，３

級 及 び ４ 級 の 職 員 に

５％，５級の職員に１

０％の加算措置を行うこ

ととしたところ。 

 現行のとおりでまいり

たい。 

期末・勤勉手当の加算

の基準について，皆さん

方から様々なお話があっ

たが，先ほど申し上げた

とおり，平成１７年度に，

皆さん方との協議を経

て，国に準じて３級及び

４級の職員に５％，５級

の職員に１０％の加算措

置を行うこととしたとこ

ろ。 

 現行のとおりでまいり

たい。 

 

(5) 種雄牛馬等取扱手当の

支給額を 500 円に引き上げ

ること。 

(6) 農業機械作業に従事し

た場合に危険作業手当を新

設し，日額 300 円を支給す

ること。 

(7) ビニールハウスおよび

ガラスハウス内で２時間以

上の作業に従事した場合に

特殊現場作業手当を新設

し，日額 300 円を支給する

こと。 

(8) 農業大学生および会計

年度任用職員等への指導に

従事した場合に指導補助手

当を新設し，日額 300 円を

支給すること。 

(9) 道路補修作業手当の支

給額を一律，350 円に引き上

げること。 

特殊勤務手当について

は，皆さん方の業務実態

について，職場実態調査

を丁寧に行うなど，把握

に努めてまいりたい。 

私としても今年度は，

道路維持補修作業，種雄

牛馬取扱手当にかかる作

業及び農業大学校の現場

を見させていただいたと

ころ。 

いずれの職場において

も，日頃，皆さん方が懸命

に頑張っていただいてお

り，また，それぞれの職場

で，安全かつ効率的に業

務に当たっていただくた

めの工夫などもされてい

ると感じたところ。 

他方で，特殊勤務手当

については，給与決定原

則に照らして，国や九州

各県の取扱い等を踏まえ

て検討する必要がある。 

改めて，特殊勤務手当

の制度について申し上げ

ると，「著しく危険，不快，

特殊勤務手当につきま

しては，前回皆さん方か

ら様々なご主張があった

が，皆さん方の業務実態

について，職場実態調査

を丁寧に行うなど，把握

に努めてまいりたい。 

前回も申し上げたが，

私としても今年度は，道

路維持補修作業及び種雄

牛馬取扱手当にかかる作

業及び農業大学校の現場

を見させていただいたと

ころ。 

他方で，特殊勤務手当

については，業務の特殊

性とともに，給与決定原

則に照らして，国や九州

各県の取扱い等を踏まえ

て検討する必要がある。 

特殊勤務手当について

は，業務実態の変化や社

会情勢の変化などもあ

り,国や九州各県の取扱

い等を踏まえ,平成１６

年度に,皆さん方との協

議を経て，全般的な見直

次に特殊勤務手当につ

いては，これまでの皆さ

ん方からのご主張，視察，

関係部局からの聞き取り

結果を踏まえ，業務実態

の把握に努めてまいりた

い。 

他方で，業務の特殊性

とともに，給与決定原則

に照らして，国や九州各

県の取扱い等を踏まえて

検討する必要がある。 

特殊勤務手当について

は，業務実態の変化や社

会情勢の変化などもあ

り,国や九州各県の取扱

い等を踏まえ,平成１６

年度に,皆さん方との協

議を経て，全般的な見直

しを行ったところ。 

今後とも，県民に説明

可能な制度，運用となる

よう適切に取扱っていく

必要があると考えてい

る。 

以上を踏まえて，まず，

種雄牛馬等取扱手当の支
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不健康又は困難な勤務そ

の他の著しく特殊な勤務

で，給与上特別の考慮を

必要とし，かつ，その特殊

性を給料で考慮すること

が適当でないと認められ

るもの」に従事する職員

に対して，その勤務の特

殊性に応じて支給するこ

とができる旨が条例に定

められているところ。 

特殊勤務手当について

は，業務実態の変化や社

会情勢の変化などもあ

り,国や九州各県の取扱

い等を踏まえ,平成１６

年度に,皆さん方との協

議を経て，全般的な見直

しを行ったところ。 

今後とも，県民に説明

可能な制度，運用となる

よう適切に取扱っていく

必要があると考えてい

る。 

以上を踏まえて，まず，

７の(5)種雄牛馬等取扱

手当については，本県職

員の特殊勤務手当に関す

る条例及び支給規則にお

いて，農業開発総合セン

ターに勤務する職員が，

種雄牛，種雄馬又は種雄

豚の精液の採取の作業に

従事した場合などに支給

することとされており，

従事した日１日につき３

００円が支給されてい

る。 

この３００円という支

給額については，九州各

県の同様の手当において

最高額となっており，全

国の支給状況等も踏まえ

ると，遜色がないものと

考えている。 

しを行ったところ。 

今後とも，県民に説明

可能な制度，運用となる

よう適切に取扱っていく

必要がある。 

７の(6)の大型農業機

械作業に従事した場合に

おける手当及び(7)のビ

ニールハウスおよびガラ

スハウス内で２時間以上

の作業に従事した場合に

おける手当の新設につい

ては，前回申し上げたと

おり，平成１６年度の全

般的な見直しにおいて，

給与上特別の措置を必要

とするほどの特殊性があ

るとは言いがたいことか

ら，廃止したところ。 

このような過去の経緯

を踏まえた上で，業務の

特殊性や給与決定原則に

照らすと，新設は困難で

あると考えている。 

次に(8)の農業大学生

および会計年度任用職員

等への指導に従事した場

合における手当の新設に

ついては，前回申し上げ

たとおり，業務の特殊性

や給与決定原則に照らす

と，新設は困難であると

考えている。 

次に(9)の道路補修作

業手当の支給額につい

ては，前回申し上げたと

おり，手当額及び支給対

象範囲については，九州

各県の同様の手当と比

較しても遜色がないも

のであり，現行のとおり

でまいりたい。 

給額については，３００

円という支給額は，九州

各県の同様の手当におい

て最高額となっており，

全国の支給状況等も踏ま

えると，遜色がないもの

と考えている。現行の取

扱いでまいりたい。 

次に，農業機械作業に

従事した場合における手

当及びビニールハウスお

よびガラスハウス内で２

時間以上の作業に従事し

た場合における手当の新

設については，平成１６

年度の全般的な見直しに

おいて，給与上特別の措

置を必要とするほどの特

殊性があるとは言いがた

いことから，廃止したと

ころ。 

このような過去の経緯

を踏まえた上で，業務の

特殊性や給与決定原則に

照らすと，新設は困難で

ある。 

次に，農業大学生およ

び会計年度任用職員等へ

の指導に従事した場合に

おける手当の新設につい

ても，業務の特殊性や給

与決定原則に照らすと，

新設は困難である。 

次に，道路補修作業手

当の支給額については，

手当額及び支給対象範囲

は九州各県の同様の手当

と比較しても遜色がない

ものであり，現行のとお

りでまいりたい。 

なお，今回要求いただ

いた特殊勤務手当につい

ては，今後とも業務の特

殊性や国，各県の取扱い

も踏まえながら，引き続
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 現行の取扱いでまいり

たい。 

 次に，(6)の農業機械作

業に従事した場合におけ

る危険作業手当及び(7)

のビニールハウスおよび

ガラスハウス内で２時間

以上の作業に従事した場

合における特殊現場作業

手当については，先に申

し上げた平成１６年度の

全般的な見直しにおい

て，給与上特別の措置を

必要とするほどの特殊性

があるとは言いがたいこ

とから，同様の手当を廃

止したところ。 

このような過去の経緯

を踏まえた上で，業務の

特殊性や給与決定原則に

照らすと，新設は困難で

あると考えている。 

次に，(8)の農業大学生

および会計年度任用職員

等への指導に従事した場

合における指導補助手当

についても，業務の特殊

性や給与決定原則に照ら

すと，新設は困難である

と考えている。 

次に，(9)の道路補修作

業手当については，本県

職員の特殊勤務手当に関

する条例及び支給規則に

おいて，各地域振興局・支

庁の建設部に勤務する職

員が，「道路補修の作業に

従事したとき」に支給す

ることとされており，従

事した日１日につき３０

０円が支給されている。 

また，令和２年度から，

地域高規格道路における

業務に従事した場合等に

着目し，５０円加算し，３

き検討してまいりたい。 

最後に，私としまして

は，現業評議会の皆さん

方においては，日頃から

それぞれの現場において

一生懸命に，職務に精励

いただいていると認識し

ている。 

引き続き，皆さま方の

生活改善の要求に対し，

我々として，それを真摯

に受け止め，生活改善の

視点で何ができるかとい

うことについて十分に検

討し，誠意をもって協議

してまいりたい。 
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５０円を支給してしてお

り，さらには，令和３年度

からは，産業道路におけ

る業務についても，３５

０円を支給しているとこ

ろ。 

また，令和６年度から

は，動物死骸処理に直接

従事した場合に，３５０

円を支給することとした

ところ。 

この手当額及び支給対

象範囲については，九州

各県の同様の手当と比較

しても遜色がないもので

あり，現行のとおりでま

いりたいと考えている。 

 

８  休暇制度について 

(1) 介護・看護休暇を充実

すること。特に看護休暇に

ついては，看護対象が２人

以上いる場合は対象者数に

応じ日数を拡大すること。

また，対象者を拡大すると

ともに，看護要件を拡大す

ること。 

(2) 夏期休暇の取得開始期

間は，７月を６月に拡大す

ること。 

８の休暇制度について

は，これまでも協議の中

で県職員全体に共通の取

扱いとしてきたところで

あり，これら休暇制度の

取扱いについては，共通

課題として県公労の場で

協議する。 

  

９ 定年延長職員の処遇等

の取扱いについて 

 同一労働・同一賃金の原

則に基づき，賃金および各

種手当等の改善を図るこ

と。 

９の定年延長職員の処

遇改善等の取扱いについ

て，令和４年度以前の定

年年齢を超える職員の給

与の取扱いについては，

令和４年度の皆さんとの

協議を経て，国に準じた

取扱いとしているとこ

ろ。 

 

 ９の定年延長職員の処

遇改善等の取扱いについ

て，前回，皆さん方からお

話があったが，令和４年

度以前の定年年齢を超え

る職員の給与の取扱いに

ついては，令和４年度の

皆さんとの協議を経て，

国に準じた取扱いとして

いるところ。 

 

 

10 暫定再任用職員および

定年前再任用短時間勤務職

員の処遇等の取扱いについ

10 の（1）の暫定再任

用については，私どもと

しては，「無収入期間が発
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て 

(1) 暫定再任用希望の職員

については，原則フルタイ

ム勤務で任用すること。ま

た，扶養手当を支給するこ

と。 

(2) 暫定再任用職員および

定年前再任用短時間勤務職

員の賃金水準を引き上げる

こと。 

生しないよう雇用と年金

の接続を図る」という総

務省の通知の趣旨を踏ま

え，本県職員の雇用と年

金の確実な接続に向け，

職員の意向も踏まえつ

つ，他方で職員の経験の

ほか，各所属における業

務の状況，人員配置の必

要性等を総合的に勘案し

て，適切に任用，配置して

まいる。 

また，暫定再任用職員

の手当については，令和

４年度の皆さん方との協

議を経て，従前の再任用

制度における職員と同様

の取扱いとしたところだ

が，住居手当，特地勤務手

当及び特地勤務手当に準

ずる手当についても，昨

年度の皆さん方との協議

を経て，令和７年４月１

日から支給することとし

たところ。  

(2)の暫定再任用職員

等の給与に関しては，令

和４年度の皆さん方との

協議を経て，皆さん方と

同一又は類似の職に適用

されている国公行（二）の

暫定再任用職員及び定年

前再任用短時間勤務職員

の方々に準じた取り扱い

としたところ。 

 

(3) 暫定再任用職員の一時

金（期末・勤勉手当）の支給

月数については，正規職員

に準じること。また，勤勉手

当の査定枠を廃止するこ

と。 

(3)の暫定再任用職員

の期末勤勉手当の支給月

数等については，従前の

再任用制度における職員

と同様，協議の中で県職

員全体に共通の取扱いと

しているところであり，

本年度の改定について

は，先ほど申し上げたと
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おり。 

 

 

11 退職手当等の改善につ

いて 

(1) 退職手当を大幅に改善

し，非現業職員との退職手

当額の格差を解消するこ

と。また，職責区分による調

整額を廃止し，一律支給と

すること。 

 

11 の(1)の退職手当制

度については，これまで

も，基本的に国に準じ，県

職員全体に共通の取扱い

としてきているところ。 

 

  

(2) 早期退職者募集制度の

運用については，一方的な

実施を行わないこと。また，

募集期間や特例措置などの

取扱いについて，協議する

こと。 

(2)の早期退職者募集

制度についてであるが，

早期退職を募集するかど

うかについては，現業・非

現業を問わず，その時点

でのそれぞれの職種ごと

の職員の年齢構成等を勘

案して，任命権者の責任

と判断において処理すべ

き事項であると考えてい

る。 

 

  

12 会計年度任用職員制度

について 

(1) 会計年度任用職員の個

別の職に関わる賃金の上限

を廃止すること。 

(2) 会計年度任用職員の勤

務労働条件の改善及び休暇

制度の充実を図ること。 

 

12 について，勤務労働

条件の大枠については，

県公労で協議することと

なる。 

  

13 実施時期について 

 以上の改善は，2025 年４

月１日から実施すること。 

13の実施時期について

は，それぞれの項目ごと

に申し上げているとお

り。 

 

  

14 特例事項について 

 地公法第 28 条第 4 項の特

例事項については，公務外

にも拡大適用すること。 

14の特例事項の拡大適

用については，職員が安

心して職務遂行できるよ

うにすることで，一層の

公務の円滑な推進を図る

ために特例が設けられた
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もの。 

失職に該当することと

なる拘禁刑以上の刑に処

せられる場合とは，一般

的には公務員としての相

当の信用失墜行為であ

り，公務と関係のない職

員の私的行為にまでこの

特例を適用させること

は，この趣旨にそぐわな

いことから，特例事項の

対象としていないとこ

ろ。 

15 人員確保について 

 県の行政責任として「安

全かつ良質な行政サービス

の提供と県民の財産と生

命」を守るため，現場第一線

で培った経験や知識等を確

実に継承できる体制を作る

こと。 

15の人員確保について

は，別途，皆さん方から全

国統一行動の一環として

要求書の提出があり，先

月，その要求書に対する

回答の場で，この件に関

して，私どもの考え方を

申し上げたところ。 

 

  

【提案事項】 つづいて，本年度の人

事委員会報告に係る本県

の諸手当改定等及びその

他私どもからの提案事項

についてであるが，共通

課題として県公労に提案

を行った内容等につい

て，私どもの考え方をお

示ししたい。 

これから，県公労の場

で配布した資料をお配り

する。 

人事委員会の報告事項

のうち，通勤手当の件に

ついては，今般の人事委

員会の報告において，「交

通用具使用者に係る通勤

手当の額については，他

の都道府県の支給状況及

び本県の実情等を考慮し

て検討を行う必要があ

る」とされているところ。 

つづいて，本年度の人

事委員会報告に係る本県

の諸手当改定等及びその

他私どもからの提案事項

についてであるが，県公

労の皆さん方と一定の結

論が得られたところであ

り，その内容を踏まえて

申し上げる。 

これから，県公労２回

目回答の場で配布した資

料をお配りする。 

まず，人事委員会の報

告事項のうち，通勤手当

の件については，交通用

具使用者に係る通勤手当

の件については，これま

で申し上げたとおり，６

５km以上の距離区分の手

当額について，お配りし

ている資料のとおり見直

しをする。 
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他の都道府県の支給状

況として，九州各県にお

いては，交通用具使用者

に係る通勤手当の額につ

いて，人事委員会で勧告

のあった福岡県を除き，

現在，取扱いを検討中と

聞いているが，国におい

て距離区分が新設される

６５㎞以上の区間を中心

に，国の見直し後の支給

額を基本として改定する

動きがあるところ。 

本県においても，人事

委員会報告を踏まえ，今

般の国の見直しを踏まえ

た九州各県の取扱いを考

慮し，６５㎞以上の距離

区分の手当額について，

お配りした資料のとお

り，見直しを行いたいと

考えている。 

実施時期は，令和８年

４月１日としたい。 

次に，通勤手当に関す

る人事院の勧告・報告事

項として，１か月あたり

５,０００円を上限とす

る駐車場の利用に対する

通勤手当については，国

に準じて新設したい。 

なお，国において，どの

ような運営主体の駐車場

の利用料金が支給対象と

なるか，現時点では明ら

かになっていないところ

であり，県職員等駐車場

運営協議会が運営する職

員駐車場の利用料金の取

扱いについては，国の動

向等を注視しつつ，しか

るべき時期に県公労に対

し，窓口を通じてお知ら

せしたいと考えている。 

実施時期は，令和８年

この見直しは，今般の

国の見直しを踏まえた九

州各県の取扱いを考慮し

たものであるが，６５㎞

未満の距離区分について

は，現時点で把握しうる

九州各県の手当額と比較

しても，全体として遜色

ないところであり，特に

本県で対象職員が多い１

０㎞未満の近距離区間に

ついては，今般，国におい

ても見直しがなく，九州

各県においても特段の動

きがないところ。 

こうした中ではある

が，今般，国はもとより，

九州各県においても特段

の見直しがない，２㎞以

上から５㎞未満の距離区

分について，九州各県の

取扱いを踏まえ，現行の

２,３００円を２,７００

円に見直すこととする。 

実施時期は，令和８年

４月１日とする。 

なお，前回，議長さんか

ら，交通用具使用者の通

勤手当の額の改定につい

て，額が改定される距離

区分に該当する現業職員

の人数について，お話が

あったが，現業職員の皆

さん方のうち，距離区分

が６５㎞以上の方はいら

っしゃらないが，県公労

の皆さん方との協議の結

果を踏まえて申し上げる

と，今回の手当額の改定

により，影響を受けられ

る方は１９名となってい

る。 

次に，通勤手当に関す

る人事院の勧告・報告事

項として，１か月当たり 
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４月１日としたい。 

また，月の途中に採用

された職員等に対する通

勤手当の支給の始期につ

いては，国に準じて見直

すこととしたい。 

実施時期は，令和８年

１０月１日としたい。 

次に，初任給基準につ

いて，今般の人事委員会

報告において，「来年度以

降の採用活動に資するた

め，他県の初任給の状況

等を勘案し，見直しにつ

いて検討を行う必要があ

る。」 「なお，初任給基準

を見直す場合は，在職者

についても所要の調整を

行う必要がある。」とされ

ているところ。 

全国都道府県の初任給

の状況として，例えば行

政職給料表の初任給基準

のうち，大卒程度の採用

区分は，多数の団体が１

級２９号給と，現行の本

県初任給より４号給高い

状況であり，他の採用区

分や，他の給料表におい

ても同様の状況となって

いるところ。 

本県においても，給料

表別に，職種や採用区分

等に応じて定める初任給

基準について，人事委員

会報告を踏まえ，一律，現

行より４号給上位の号給

に引き上げることとした

い。 

実施時期は，令和８年

４月１日としたい。 

また，人事委員会報告

を踏まえ，初任給基準の

引上げに伴い，一定の在

職者について，逆転防止

５，０００円を上限とす

る駐車場の利用に対する

通勤手当については，国

に準じて新設する。 

 現時点で国から示され

ている考え方を踏まえ，

駐車場の利用を常例とす

る民間の月極駐車場の利

用料金については，対象

とする。 

 他方で，駐車場の運営

主体については，前回申

し上げたとおり，現時点

では詳細が明らかになっ

ていないところであり，

本庁舎における事例とし

て，県職員等駐車場運営

協議会が運営する職員駐

車場の利用料金が対象と

なるかどうかは不明とな

っている。 

 引き続き，国の動向等

を注視しつつ，しかるべ

き時期に県公労に対し，

窓口を通じてお知らせす

る。 

 また，月の途中に採用

された職員等に対する通

勤手当の支給の始期につ

いては，前回申し上げた

とおり取り扱う。 

 次に，「初任給基準」「職

員の月例給与水準を適切

に確保するための手当」

及び「在級期間表の廃止」

については，前回申し上

げたとおりとする。 

 人事委員会または人事

院の勧告・報告について

は以上。 

 その他，私どもからの

３件の提案事項につきま

しては，前回申し上げた

とおり取り扱う。 

 なお，休憩時間制度の
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の観点から，他県の取扱

いを参考に所要の調整を

行うこととしたい。 

次に，人事院の勧告・報

告事項のうち，「職員の月

例給与水準を適切に確保

するための手当」につい

ては，現時点で同手当の

支給対象となる該当者が

いない見込みであるが，

引き続き，支給に必要な

地方自治法の改正の動向

を注視しながら，取扱い

を検討してまいりたい。 

次に，人事院報告にお

いて言及のあった在級期

間表の廃止の件につい

て，在級期間表は，昇格前

の級に一定期間在級する

ことを求める制度とし

て，本県においても皆さ

ん方との協議を経て現行

の運用としているところ

だが，国においては，職

務・職責をより重視した

給与体系に移行するため

の見直しの一環として，

同表を廃止することとし

ているところ。 

また，現行の取扱いで

は，基本的に，現に属する

職務の級に１年以上在級

していない職員を昇格さ

せることができないこと

としているが，国におい

ては，この在級年数の制

限についても併せて廃止

することとしているとこ

ろ。 

今後，これらの見直し

について，人事院規則の

改正など具体的な内容が

明らかになった段階で，

県としての取扱いを検討

してまいりたい。 

柔軟化の試行のうち，休

憩時間の短縮について

は，育児や介護等を行っ

ている職員については，

国の取扱い等を参考に，

就業時間を最大で１５分

早めることができるよ

う，休憩時間を現行の６

０分から４５分まで短縮

できるようにする。 

 対象職員については，

配布資料の「対象職員」の

欄のとおり，国の取扱い

に準じて，具体的に配布

資料に記載している場合

に該当する職員とする。 

 その他の項目について

は，前回申し上げたとお

り。 

これらの取扱いについ

ては，本日皆さんと十分

協議を尽くし，ご理解を

得たいと考えている。 
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人事委員会又は人事院

の勧告・報告事項につい

ては以上。 

その他，私どもから３

件の提案事項があります

ので，それぞれ内容を申

し上げる。 

まず，育児休業や病気

休職等の職員の業務をカ

バーした職員への勤勉手

当の加算の件について，

円滑な業務執行体制の確

保を図る観点から，連続

して１か月以上の期間，

育児休業，病気休職等に

より休んでいる職員の業

務をカバーした職員を対

象に，勤勉手当を加算す

ることとしたい。 

具体的に，加算措置の

内容及び実施時期は，配

布資料のとおりとした

い。 

なお，この加算の原資

は，育児休業等の職員の

勤勉手当の算定におい

て，制度上，期間率が減じ

られることによる支給額

の減額分の総額の範囲内

で行うこととしており，

評価結果の上位区分の給

与への反映のための査定

原資や人員分布率の変更

は生じないところ。 

次に，フレックスタイ

ム制の導入及び休憩時間

制度の柔軟化の試行につ

いて，職員がより柔軟な

働き方を選択できるよ

う，国や他県の取扱いを

参考に，フレックスタイ

ム制を導入するととも

に，休憩時間についても，

業務の状況等に合わせ

て，より柔軟な取得を可
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能とするための試行を実

施したい。 

具体的に，それぞれの

制度の内容及び実施時期

等は，配布資料のとおり

としたい。 

このうち，フレックス

タイム制のほか，休憩時

間制度の柔軟化のうち，

育児・介護等を行う職員

を対象とした勤務時間の

短縮の試行について，そ

れぞれの実施時期は，配

布資料に記載のとおりで

あるが，これらの制度の

導入又は試行に当たって

は，務時間の管理のため

のシステム整備が必要と

なることから，システム

改修に要する期間を考慮

すると，令和８年第１回

定例会には，条例改正及

び関連予算の議案を提出

したいと考えているとこ

ろ。 

次に，在宅勤務等手当

の件について，同手当の

件については，令和５年

度の人事委員会報告にお

いて，「国における検討状

況や他の都道府県の動向

を注視しながら，本県の

実情等も踏まえ，適切に

対応する必要がある」と

されているところ。 

同報告後の他県の状況

などを踏まえ，本県にお

いても，国の取扱いに準

じて，同手当を導入した

い。 

具体的に，同手当の内

容や実施時期は，配布資

料のとおりとしたい。 

私どもからの提案事項

は以上。 
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本年度の人事委員会報

告に係る通勤手当の取扱

い及びその他の私どもか

らの提案事項につきまし

ては，共通課題として県

公労の場で協議してまい

りたい。 

これらの取扱いについ

ては，今期，皆さんと十分

協議を尽くし，ご理解を

得たいと考えている。 

 


